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令和６年第３回幸田町議会定例会会議録（第５号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  令和６年９月２５日（金曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 第40号議案 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の 

           一部改正について 

     第41号議案 幸田町国民健康保険税条例の一部改正について 

     第42号議案 幸田町個人番号カードの利用に関する条例の制定について 

     第43号議案 工事の請負契約について（中学校体育館空調設備設置工事） 

     第44号議案 工事の請負契約について（六栗ゲートボール場テント上屋設置工事） 

     第45号議案 財産の取得について（移動型バリアフリートイレトレーラー） 

     第46号議案 財産の取得について（町民会館グランドピアノ） 

     第47号議案 令和６年度幸田町一般会計補正予算（第３号） 

     第48号議案 令和６年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第49号議案 令和６年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第50号議案 令和６年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 令和５年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 令和５年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第４号 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第５号 令和５年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第６号 令和５年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第７号 令和５年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

     認定第８号 令和５年度幸田町下水道事業会計決算認定について 

     陳情第１号 地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

     陳情第２号 住民の安全・安心を支える行政サービス体制・機能の充実を求める 

           意見書の提出を求める陳情 

     陳情第３号 公契約事業従事者の適正賃金ちお安定雇用を確保する公契約法の制 

           定を求める意見書の提出を求める陳情 

     陳情第４号 最低賃金の全国一律化と大幅引き上げ、中小企業支援の拡充と公正 

           取引を求める意見書の提出を求める陳情 

     陳情第５号 「１年単位の変形労働時間制」導入のための条例制定ではなく、教 

           職員の長時間過密労働解消のための施策を求める意見書の提出を求 

           める陳情 

     陳情第６号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書 

     陳情第７号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書 
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     陳情第８号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するた 

           めに幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書 

     陳情第９号 介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置を基準とするこ 

           とを求める意見書の提出を求める陳情 

     陳情第10号 保育所職員の人材定着・確保のため保育士配置基準と公定価格を抜 

           本的に改善し、離職しない保育職場の実現を求める意見書の提出を 

           求める陳情 

     陳情第11号 「新型コロナワクチン健康被害の実態と次世代型コロナｍＲＮＡワ 

           クチン（レプリコンワクチン）の危険性に関する周知」と「ｍＲＮ 

           Ａワクチン定期接種中止を求める意見書提出」を求める陳情 

     陳情第12号 「新型コロナウイルス感染症の定期接種に使用される新しいワクチ 

           ン効果並びに懸念について、国民に対し十分な情報提供を行う意見 

           書」の提出を求める陳情書 

日程第３ 議員提出議案第２号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出について 

           第３号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出について 

日程第４ 閉会中の委員会行政視察の件 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 藤 本 和 美 君  ２番 吉 本 智 明 君  ３番 野 坂 純 子 君 

  ４番 松 本 忠 明 君  ５番 長 谷 川  進 君  ６番 岩 本 知 帆 君 

  ７番 田 境  毅 君  ８番 石 原  昇 君  ９番 都 築 幸 夫 君 

  10番 黒 木  一 君  11番 廣 野 房 男 君  12番 稲 吉 照 夫 君 

  13番 笹 野 康 男 君  14番 丸 山千代子 君  15番 鈴 木 久 夫 君 

  16番 藤 江  徹 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 成 瀬  敦 君 副 町 長 大 竹 広 行 君 

教 育 長 池 田 和 博 君 企 画 部 長 内 田  守 君 

総 務 部 長 林  保 克 君 参事（税務担当） 稲 熊 公 孝 君 

住民こども部長 三 浦 正 義 君 健 康 福 祉 部 長 山 本 晴 彦 君 

参事（健康保健担当） 金 澤 一 徳 君 環 境 経 済 部 長 大 熊 隆 之 君 

建 設 部 長 鳥 居 靖 久 君 上 下 水 道 部 長 齋 藤 啓 一 君 

消 防 長 山 本 秀 幸 君 教 育 部 長 菅 沼 秀 浩 君 

────────────────────────────── 
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  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   局  長 大須賀 龍二 君 

────────────────────────────── 

○議長（藤江 徹君） 皆さん、おはようございます。 

   何かと御多忙のところ、長期間にわたり、熱心に御審議を賜り、ありがとうございま

す。 

   これから、本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時００分 

○議長（藤江 徹君） 議事日程は、本日お手元に配付のとおりでありますから、御了承願

います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（藤江 徹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、３番 野坂純子君及び４番 

松本忠明君を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（藤江 徹君） 日程第２、第４０号議案から認定第８議案までの１９件及び、陳情

第１号から陳情第１２号までの１２件を一括議題といたします。 

   これから、委員長の報告を行います。 

   初めに、総務教育委員会委員長の報告を求めます。 

   １１番、廣野君。 

〔１１番 廣野房男君 登壇〕 

○11番（廣野房男君） 皆さん、おはようございます。 

   総務教育委員会審査結果報告書の朗読をもって、報告といたします。 

   令和６年９月２５日 

   議長 藤江 徹様 

   委員長 廣野房男 

   令和６年第３回幸田町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次

のとおり報告します。 

   議案番号、議案名、概要、結果の順に朗読します。 

   第４０号 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改

正について 

   会計年度任用職員に勤勉手当を支給することに伴い、必要があるから。全員一致をも

って原案を可決すべきものと決した。 

   第４３号 工事の請負契約について（中学校体育館空調設備設置工事） 

   中学校体育館空調設備設置工事の施行に伴い、必要があるから。全員一致をもって原

案を可決すべきものと決した。 

   第４４号 工事の請負契約について（六栗ゲートボール場テント上屋設置工事） 
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   六栗ゲートボール場テント上屋設置工事の施行に伴い、必要があるから。全員一致を

もって原案を可決すべきものと決した。 

   第４５号 財産の取得について（移動型バリアフリートイレトレーラー） 

   移動型バリアフリートイレトレーラーの取得に伴い、必要があるから。全員一致をも

って原案を可決すべきものと決した。 

   第４６号 財産の取得について（町民会館グランドピアノ） 

   町民会館グランドピアノの取得に伴い、必要があるから。全員一致をもって原案を可

決すべきものと決した。 

   第４７号 令和６年度幸田町一般会計補正予算（第３号）中、第１条の総務教育委員

会所管に係る歳入及び歳出、第３条 

   総務教育委員会所管分、第１条、歳入、２億６,９８２万円追加。歳出、５４２万６,

０００円減額。第３条、地方債限度額５,１２０万追加。全員一致をもって原案を可決

すべきものと決した。 

   第４８号 令和６年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

   第１条、歳入歳出、１,０００円追加。全員一致をもって原案を可決すべきものと決

した。 

   陳情第１号 地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

   国に対し、憲法に基づくナショナルミニマムを保障し、住民が全国のどこに住んでい

ても健康で文化的な生活が営めるよう地方自治と地方財政を拡充することをはじめ、７

項目の意見書の提出を求める陳情。賛成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   陳情第２号 住民の安全・安心を支える行政サービス体制・機能の充実を求める意見

書の提出を求める陳情 

   国に対し、住民のいのちと暮らし、安全・安心をまもるために、「行政機関の職員の

定員に関する法律（総定員法）」を廃止するとともに、「国の行政機関の機構・定員管

理に関する方針（定員合理化計画）」を撤回することをはじめ、３項目の意見書の提出

を求める陳情。賛成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   陳情第３号 公契約事業従事者の適正賃金と安定雇用を確保する公契約法の制定を求

める意見書の提出を求める陳情 

   国に対し、「公共サービス基本法」第１１条を確実に履行できるよう、同法第４条に

規定された国の責務を早期かつ十全に果たすことをはじめ、２項目の意見書の提出を求

める陳情。賛成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   陳情第４号 最低賃金の全国一律化と大幅引き上げ、中小企業支援の拡充と公正取引

を求める意見書の提出を求める陳情 

   国に対し、最低賃金法を改正し、全国一律最低賃金を実現することをはじめ、３項目

の意見書の提出を求める陳情。賛成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   陳情第５号 「１年単位の変形労働時間制」導入のための条例制定ではなく、教職員

の長時間過密労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情 

   愛知県に対し、「１年単位の変形労働時間制」を導入するための条例制定をおこなわ

ないことをはじめ、３項目の意見書の提出を求める陳情。賛成なしをもって不採択すべ
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きものと決した。 

   陳情第６号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書 

   国に対し、父母負担の公私格差を是正するための就学支援金を一層拡充することをは

じめ、２項目の意見書の提出を求める陳情。全員一致をもって採択すべきものと決した。 

   陳情第７号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書 

   愛知県に対し、「教育の公平」を実現し、「私学選択の自由」を確保するために、年

収７２０万円以上の私学の世帯についても、授業料助成と入学金助成を拡充して、学費

の公私格差を着実に是正できる施策を実施することの意見書の提出を求める陳情。全員

一致をもって採択すべきものと決した。 

   陳情第８号 公立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するために

幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書 

   「教育の機会均等」の理念にもとづき、国・県の制度と併せて学費負担の公私格差を

是正するために、私立高校生に対する授業料助成制度を維持し、拡充することを求める

陳情。賛成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   以上です。 

〔１１番 廣野房男君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） 次に、福祉産業建設委員会委員長の報告を求めます。 

   ９番、都築君。 

〔９番 都築幸夫君 登壇〕 

○９番（都築幸夫君） 皆さん、おはようございます。 

   審査結果報告書の朗読をもって、報告させていただきます。 

   福祉産業建設委員会審査結果報告書 

   令和６年９月２５日 

   議長 藤江 徹様 

   委員長 都築幸夫 

   令和６年第３回幸田町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、次

のとおり報告します。 

   議案番号、議案名、概要、結果の順に朗読させていただきます。 

   第４１号 幸田町国民健康保険条例の一部改正について 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を

改正する法律の施行に伴い、必要があるから。全員一致をもって原案を可決すべきもの

と決した。 

   第４２号 幸田町個人番号カードの利用に関する条例の制定について 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１８条の

規定に基づく個人番号カードの利用に伴い、必要があるから。全員一致をもって原案を

可決すべきものと決した。 

   第４７号 令和６年度幸田町一般会計補正予算（第３号）中、第１条の福祉産業建設

委員会所管に係る歳入及び歳出、第２条 

   福祉産業建設委員会所管部分、第１条、歳入、６,８７５万９,０００円追加。歳出、
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３億４,４００万５,０００円追加。第２条、繰越明許費、９,０００万円追加。全員一

致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第４９号 令和６年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

   第１条、歳入歳出、３０万円追加。全員一致をもって原案を可決すべきものと決した。 

   第５０号 令和６年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

   第１条、歳入歳出、１,３７４万２,０００円追加。全員一致をもって原案を可決すべ

きものと決した。 

   陳情第９号 介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置を基準とすることを

求める意見書の提出を求める陳情 

   国に対し、介護・障害施設の夜勤体制は、常時複数配置であることを基準とし、それ

が実現できる報酬単価に引き上げることをはじめ、２項目の意見書の提出を求める陳情。

賛成少数をもって不採択すべきものと決した。 

   陳情第１０号 保育所職員の人材定着・確保のための保育士配置基準と公定価格を抜

本的に改善し、離職しない保育職場の実現を求める意見書の提出を求める陳情 

   国に対し、世界基準の保育環境実現のため、国の定める保育士配置基準をさらに改善

することをはじめ、３項目の意見書の提出を求める陳情。賛成少数をもって不採択すべ

きものと決した。 

   陳情第１１号 「新型コロナワクチン健康被害の実態と次世代型コロナｍＲＮＡワク

チン（レプリコンワクチン）の危険性に関する周知」と「ｍＲＮＡワクチン定期接種中

止を求める意見書提出」を求める陳情 

   町民に対し、新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度において認定された死亡

者数は５６１名、健康被害総認定件数は６,９８８名を超えており、既にそれ以前の全

てのワクチンによる健康被害件数を超えていることをはじめ、３件の周知と、国に対し

て、ｍＲＮＡワクチン定期接種中止を求める意見書の提出を求める陳情。賛成なしをも

って不採択すべきものと決した。 

   陳情第１２号 「新型コロナウイルス感染症の定期接種に使用される新しいワクチン

の効果並びに懸念について、国民に対し十分な情報提供を行う意見書」の提出を求める

陳情書 

   国に対し、新型コロナウイルス感染症の定期接種に使用される新しいワクチンの効果

並びに懸念について、国民に対し十分な情報提供を行う意見書の提出を求める陳情。賛

成なしをもって不採択すべきものと決した。 

   以上です。 

〔９番 都築幸夫君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） ここで、先ほど総務教育委員長からの報告におきまして一部誤りが

ありましたので、訂正いたします。 

   陳情第８号、議案名のところで、公立高校生の父母負担を軽減しという報告がござい

ましたが、正しくは私立高校生の父母負担を軽減しでございますので、訂正いたします。 

   以上です。 

   次に、決算特別委員会委員長の報告を求めます。 
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   １５番、鈴木君。 

〔１５番 鈴木久夫君 登壇〕 

○15番（鈴木久夫君） 皆さん、おはようございます。 

   審査結果報告書の朗読をもって、報告いたします。 

   決算特別委員会審査結果報告書 

   令和６年９月２５日 

   議長 藤江 徹様 

   委員長 鈴木久夫 

   令和６年度第３回幸田町議会定例会において、本委員会に付託された事件について、

次のとおり報告します。 

   議案番号、議案名、概要、結果の順に朗読いたします。 

   認定第１号 令和５年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

   歳入総額２０４億４,７７６万２４２円、歳出総額１９３億５,４４６万８,２７１円、

差引き額１０億９,３２９万１,９７１円。賛成多数をもって原案を認定すべきものと決

した。 

   認定第２号 令和５年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

   歳入総額３億８,５０５万８,８２０円、歳出総額３億４,０１１万８,２９９円、差引

き額４,４９４万５２１円。全員一致をもって原案を認定すべきものと決した。 

   認定第３号 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   歳入総額３２億２,０８２万９,７２９円、歳出総額３２億１,４７０万７,４３２円、

差引き額６１２万２,２９７円。賛成多数をもって原案を認定すべきものと決した。 

   認定第４号 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

   歳入総額５億５,１８４万３,０６０円、歳出総額５億５,０８３万１,７６０円、差引

き額１０１万１,３００円。賛成多数をもって原案を認定すべきものと決した。 

   認定第５号 令和５年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   歳入総額２３億９,８０５万８,２６９円、歳出総額２３億９,４６５万８,４６９円、

差引き額３３９万９,８００円。賛成多数をもって原案を認定すべきものと決した。 

   認定第６号 令和５年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   歳入総額３億２,９４９万３,２１０円、歳出総額２億８,５３３万６,０８４円、差引

き額４,４１５万７,１２６円。全員一致をもって原案を認定すべきものと決した。 

   認定第７号 令和５年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について 

   収益的収入８億６,１５５万３,１１２円、収益的支出７億６３１万６,０１４円、資

本的収入７,８２３万２,７００円、資本的支出４億６５４万８５３円。全員一致をもっ

て原案を可決及び認定すべきものと決した。 

   認定第８号 令和５年度幸田町下水道事業会計決算認定について 

   収益的収入７億４,０８５万８,７８６円、収益的支出７億１,８９６万２,６４７円、

資本的収入４億７,１７０万４,４００円、資本的支出５億７,７０９万６,６３９円。全

員一致をもって原案を認定すべきものと決した。 

   以上であります。 
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〔１５番 鈴木久夫君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

   これから、委員長の報告に対する質疑を行います。 

   初めに、総務教育委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

   質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 質疑なしと認め、総務教育委員会委員長の報告に対する質疑を終わ

ります。 

   次に、福祉産業建設委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

   質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 質疑なしと認め、福祉産業建設委員会委員長の報告に対する質疑を

終わります。 

   次に、決算特別委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

   質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 質疑なしと認め、決算特別委員会委員長の報告に対する質疑を終わ

ります。 

   これをもって、質疑を終結します。 

   これから、上程議案１９件と陳情１２件について討論を行います。 

   まず、原案に反対者の発言を許します。 

   １４番、丸山君。 

〔１４番 丸山千代子君 登壇〕 

○14番（丸山千代子君） それでは、議題となっております案件につきまして、順次反対討

論をしてまいります。 

   認定１号 令和５年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について。 

   令和５年度の一般会計歳入総額２０４億４,７７６万円、歳出総額１９３億５,４４６

万８,０００円であります。一般財源の繰越明許費、１億１,２９３万８,０００円を差

し引くと９億８,０３５万４,０００円の黒字決算となっております。令和５年度におけ

る不用額は１１億１,８２０万８,０００円であり、令和３年度、令和４年度に続き、不

用額を多く生み出しております。 

   令和５年度は、新型コロナも２類から５類に移行し、町長が２期目の年となり、積極

的に事業を進める、体力があるうちに戦略的・重点的に投資をして、一歩進めると意欲

的な予算編成方針でありました。財政調整基金、教育施設整備基金、新型コロナウイル

ス感染症対策基金など１６億４,０００万円余り繰入れを行いましたが、結果は、財政

調整基金１２億７,１２６万９,０００円の繰入れを取りやめました。この一連の財政運

営は、予算編成に当たって、財政運営が定まっていないと指摘できるものであります。 

   決算後の基金残高は、７つの基金残高３７億１５７万５,０００円、また、地方債残

高は４１億４,１０７万１,０００円、経常収支比率９１.０％、財政力指数１.０７とな
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りました。 

   物価高騰が町民を直撃し、生活が困難を増す中、町民生活を守る防波堤となるのが地

方自治体の仕事ではないでしょうか。 

   物価高騰は、アベノミクスの異次元の金融緩和による異常円安がもたらした人災であ

ります。それなのに岸田政権は、消費税減税、インボイスの中止、最低賃金を全国一律

１,５００円への引上げも拒否をし、非正規労働の拡大や子育て財源のために社会保障

を削減し、世帯間の分断をあおる政治では未来に希望が持てません。こうした国の悪政

の防波堤として、地方自治の本旨である住民福祉の増進、その立場に立つようまず求め

るものであります。 

   歳入について、コロナ禍や物価高騰にあっても、２０２３年度の法人企業統計で資本

金１０億円以上の大企業の内部留保は５３９.３兆円に上り過去最高となっており、前

年度比で５.５％増え、２７.９兆円もの積み増しをいたしました。 

   資本金１０億円以上の企業は町内に５０社あり、県内の１６市町が実施している超過

課税で制限税率いっぱいの８.４％の法人町民税、法人税割額を実施すると１億９,７２

７万７,０００円の自主財源の確保ができる。応分の負担を求めるべきであります。 

   ふるさと寄附金は安定財源とは言えません。補正予算で引上げ計上したものの目標額

を達成せず、減額したことからもよく分かったと思います。ふるさと寄附金の使い道、

充当は、財源不足として補うものではなく、十分検討すべきであります。 

   歳出についてであります。 

   デジタル庁が進めるマイナンバーカードの普及として、２万円のポイントのばら撒き

が行われました。個人番号カード交付件数は、令和６年度８月３１日現在では３万３,

９００万枚、町民の８０.１％となっておりますが、マイナンバーカードを作るかどう

かは任意であります。個人情報の漏えいの危険もあります。 

   また政府は、介護保険や子育て支援など、自治体が行う二重業務の情報システムを統

一標準化し、２０２５年度末までにガバメントクラウドへの移行をさせようとしており

ます。自治体の施策が国の鋳型にはめ込まれ、福祉サービスなどの画一化、後退を招く

ことや、サービス価格引上げや透明性の低下が懸念をされております。デジタル化の推

進は、サービスの向上、そして作業の効率化と併せて個人情報の漏えいが危惧をされ、

国に対して取得に進めないように要望すべきであります。 

   長嶺北部地区福祉医療ゾーン開発事業の見切り発車によって、計画変更をせざるを得

ないため、見直すべきと求めてきましたが、さらに老健施設の誘致が不調に終わり、条

件変更では、土地は永久無償貸与、そして１,０００万円の補助金を負担するという内

容は、他の施設との均衡を欠くものであり、認められるものではありません。今までに

進出してきた施設と同じ対応にすべきであります。 

   高齢化が進む中、高齢世帯、一人暮らし世帯が増えており、見守り・配食事業は週７

日の実施と助成の増額をし、安心して暮らせるようにすべきであります。 

   ３歳・４歳・５歳児の保育士配置基準が改正をされましたが、保育の現場では嘱託保

育士が担任をするなど、処遇改善が必要ではありませんか。正規職員とすべきでありま

す。 
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   児童クラブ運営委託業務が３クラブあります。直営に戻し、さらに直営の職員の処遇

改善で職員の確保をするよう求めるものであります。 

   芦谷の飲用地下水のＰＦＡＳ汚染は、基準値以内だからと放置せず、水質検査・調査

を実施すべきであります。有機フッ素化合物ＰＦＡＳは、発がん性などの健康影響が指

摘をされ、世界的に規制の流れが強まっております。地下水から検出されたことは土壌

などの汚染の懸念もあり、県に対しても公表するよう求めるべきであります。 

   不登校が増えております。令和４年度、小学校４７人、中学校６６人だったのが、令

和５年度は、小学校５３人、中学校９３人で、全体として令和４年度が１１３人が令和

５年度には１４６人と増えており、対策の強化を求めます。 

   就学援助制度は、国基準に比較をし不足しており、援助費の品目を増やすべきであり

ます。 

   私立高校の授業料補助事業は、制度創設以来３０年にわたって補助額の見直しをせず、

据え置かれたままであります。１３０人の対象者がおり、安心して高校生活を送ること

ができるよう、近隣市のように引き上げるべきであります。 

   職員の働き方、研修、派遣についてであります。 

   今年９月末までの中途退職者が４人と報告をされました。国・県などを含め派遣、研

修は、令和５年度は１３人となっております。見直すべきではありませんか。欠員とな

った部署には非常勤・パートなどで対応されていますが、業務に支障を来している部署

もあり、長時間勤務など是正もされず、休職する職員もいるという状況は改善すべきで

あります。職員の健康を守り、働きやすい職場環境とすることで住民サービスの向上に

つながります。 

   積極的に住民の安心を守り、そして保育園給食費の主食費補助など、子育て支援など

に取り組み、また教育の充実を目指して、一定の事業については評価をするものであり

ます。 

   医療、介護など社会保障は国が責任を持って支えるものであります。しかし国は、大

軍拡路線に基づき、社会保障の大改悪と負担増を推し進めております。こうした国の悪

政の防波堤となり、町民生活を守るために、地方自治体の役割である福祉の増進を図る

ことを求めて、反対討論といたします。 

   次に、認定３号 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

であります。 

   ２０１８年に国民健康保険が都道府県化され、愛知県単位となり、保険料水準が県下

統一へと進められております。県が市町村に求める納付金が引き上げられ、国保税が大

幅に上がっており、市町村が県に納める国保の１人当たりの平均納付額が、この３年間

で約３万円引き上げられていることが分かりました。今では、払いたくても払えないほ

どの国保税になっており、滞納者も増え続けております。限度額は、令和５年度１０４

万円で、さらに令和６年度は１０６万円に引き上がりました。国保加入者の収入に占め

る割合は１割を超え、低所得者層ほど負担が増えております。 

   ２０２２年度から、未就学児に係る均等割が２分の１に半減されましたが、これを１

８歳まで拡大し、さらに子育て支援として、子育て世帯の均等割の廃止を求めます。 
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   今年１２月２日からの保険証の発行廃止をめぐって、マイナ保険証がないと医療機関

を受診できなくなるなどの不安が、患者、国民に広がっております。政府が現行の健康

保険証は発行されなくなる、マイナンバーカードを利用するように宣伝しているからで

あります。そもそもマイナンバーカードを作るかどうかは任意であります。マイナカー

ドを保険証として登録するのも、マイナ保険証を使うかも任意であります。マイナ保険

証は、５年ごとに自分で更新しなければなりません。現行の公的医療保険制度の下では、

保険証を発行、交付する責任は国・保険者にあります。保険証廃止を撤回し、現行の保

険証を残すことを求め、反対討論といたします。 

   次に、認定４号 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てであります。 

   後期高齢者医療保険は、７５歳以上の高齢者が国民健康保険や被用者保険から切り離

されて、一律に加入する制度であり、保険料は２年ごとに見直される仕組みであります。

１人当たりの平均保険料は、２０２２年から２３年度は９万１,１１７円が２０２４年

から２５年度は１０万３,３８１円と１万２,２５４円も上昇し、物価高の下で高齢者の

生活をさらに厳しくしております。一定所得以上の被保険者の窓口負担が１割から２割

に引き上げられ、窓口２割負担の強化は、年金生活者の高齢者を受診控えで医療から遠

ざけるものであります。保険証の廃止、マイナ保険証の一本化に反対し、何よりも７５

歳という年齢で別の保険制度に追いやる差別と負担強化の後期高齢者医療制度に反対し、

討論といたします。 

   認定５号 令和５年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてであります。 

   介護保険制度は３年ごとの改定で、令和５年度は第８期の３年目の年であります。第

８期は基準額を５００円に引き上げましたが、さらに第９期計画では、基準額を１,０

００円に引き上げる予定であることが示されたのであります。このように、３年ごとの

引上げと、原則１割とする介護利用料が２割とする負担増などを進めようとしておりま

す。 

   介護保険は、相次ぐ改悪で、高い保険料を払っても必要なサービスが利用できません。

総合事業が導入をされ、専門職による介護から地域支援事業に移行し、ボランティアな

どによる支援へとなり、介護保険の対象からも外されました。４月からは訪問介護の基

本報酬が引き下げられ、多くの事業所が倒産をし、低賃金で介護職員の人手不足は深刻

であります。介護保険法に３０日以内と定められている介護認定が３０日以上もかかっ

ており、必要な介護が受けられない事態となっております。改善し、安心して介護が受

けられるようにすべきと求めて、反対討論といたします。 

   陳情第１１号 「新型コロナワクチン健康被害の実態と次世代型コロナｍＲＮＡワク

チン、レプリコンワクチンの危険性に関する周知」と「ｍＲＮＡワクチン定期接種中止

を求める意見書提出」を求める陳情、陳情第１２号 「新型コロナウイルス感染症の定

期接種に使用される新しいワクチンの効果並びに懸念について、国民に対し十分な情報

提供を行う意見書」の提出を求める陳情、この２件の陳情は同じ新型コロナワクチン

（レプリコンワクチン）に関するものであり、一括して行います。 

   １０月１日から２０２５年３月３１日まで、６５歳以上の高齢者と基礎疾患のある６
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０歳から６４歳を対象に、新型コロナワクチンの公費助成による定期接種が始まります。

使用されるワクチンとして新たにレプリコンワクチンが加わりますが、この新しいワク

チンをめぐり、不安や懸念の声が一部にはあります。ファイザーやモデルナ、第一三共

製のｍＲＮＡタイプのワクチンは、新型コロナウイルスの遺伝情報のスパイクタンパク

質領域を脂質のカプセルに入れたもので、ｍＲＮＡワクチンを接種すると、人の体内で

はスパイクタンパク質が合成され、新型コロナウイルスに対する抗体をつくり出し、免

疫反応を起こして発症や重症化を防ぐものであり、レプリコンワクチンはｍＲＮＡワク

チンの改良型であります。レプリコンとは、レプリカから派生した言葉で複製という意

味であります。レプリコンワクチンの有効性については、重症化予防効果は９５.３％、

発症予防効果は５６.６％と報告されております。 

   厚労省ワクチン分科会資料では、安全性については、有害事象は主に軽度又は中程度

としており、因果関係のある重篤な有害事象は認められていないとしております。レプ

リコンｍＲＮＡワクチンは、国内の治験は４００例程度ですが、ベトナムで１万６,０

００例の大規模治験を行っており、使用は日本が初めてではありません。 

   新型コロナワクチン接種は、感染による発症、重症化を予防する高い効果があり、公

費接種で国民の命の防護策となることも科学的に証明をされております。この間、日本

で接種に用いられているファイザー、モデルナ社製のｍＲＮＡワクチンには、新型コロ

ナの発症、重症化を接種後の６か月間、７０％から９０％を予防する効果があることが

内外研究機関の検証によって確認もされております。 

   しかし、ワクチンは副反応のリスクもあります。ファイザーｍＲＮＡは、副反応とし

て部位の痛みや発熱などや重度のアレルギー症状を起こす例などが１００万回当たり２

から５例、０.００２から０.００５％であることが当初から示されていました。接種後

の健康被害の訴えは、副反応が疑われる研究体制を強化するとともに、補償や救済を求

めるものであります。現行のｍＲＮＡは絶対視せず、より副反応の少ないワクチンの開

発普及を図ることも要望するものであります。 

   また、レプリコンワクチンは日本で初承認のワクチンであるだけに、国は正確で科学

的な情報を国民に知らせる必要があります。 

   私ども日本共産党は、ワクチン接種が新型コロナの脅威から国民の命と健康を守る重

要な手段になると判断し、希望者への安全、迅速な接種を求めてきました。同時に、接

種の有無は個人の自由な意思によって行うようにと求め、接種の有無による差別を行っ

たりすることには反対する立場を一貫して表明してきました。同時に、国民の不安に乗

じて極右勢力が垂れ流すワクチンをめぐる反科学の宣伝には忽然と否定する姿勢も持っ

ていただくように申し上げ、反対討論といたします。 

〔１４番 丸山千代子君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

   ５番、長谷川君。 

〔５番 長谷川 進君 登壇〕 

○５番（長谷川 進君） おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、本定

例会に上程されました議案につきまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。 
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   町長が就任７か月ほどたった令和元年１月１５日に、新型コロナウイルス感染が国内

で確認されました。４年後、令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症が５類感染

症に移行になり、町長、職員の皆さんにおかれましては、長期にわたり、町民の安全安

心に全精力を費やしていただいたことを深く感謝をいたすところであります。 

   国・県の対応を鑑みながらの令和５年度の事業ではなかったでしょうか。まだ、もや

の晴れない状況の中ではありましたが、認定第１号 令和５年度一般会計歳入歳出決算

認定について、お話をさせていただきます。 

   幸田町の令和５年度一般会計の決算状況でありますが、歳入総額で２０４億４,４７

６万円となり、歳出総額では１９３億５,４４６万８,０００円であります。形式的収支

額１０億９,３２９万２,０００円、実質収支額においても９億８,０３５万４,０００円

の黒字決算となっています。 

   歳入につきましては、町税を含める割合が４４％と９０億８,４５４万５,０００円で

一番多く、対前年度比３億５,３５３万９,０００円増と、４％の増になっています。こ

れは大手自動車関連企業の増益による法人町民税の増加、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金減等に対する物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増によ

るものであります。 

   幸田町における歳入の基本は、先人たちが積極的に企業誘致を行った、企業による税

収であります。そして、積極的な都市基盤整備による人口増加に伴う税収でもあります。

今後においても、先人たちの基本を受け継ぎ、町税のさらなる増収に取り組んでいただ

きたいと思います。 

   次に多い寄附金の１４.９％、３０億５,６１９万８,０００円につきましては、対前

年度比２億７,２４９万円と８.２％の減であります。その中のふるさと寄附金について

は、不透明な部分があり、対前年度比２億９,２３３万７,０００円、８.８％減となり、

主力財源としては、これからも大きな課題になっていくと思います。 

   模索する中での令和５年度事業の結果としては、４％黒字にあることから、よかった

と感謝申し上げます。 

   ふるさと寄附金制度をさらに生かしていただき、ほかの自治体よりも多くの寄附金を

頂けるように、幸田町の特産品の魅力をしっかりアピールし、今後も増収につなげてい

ただきたいと思います。そのためにも、職員の強力な配備も重要な戦略になるかと考え

ます。 

   次に、歳出につきましては、町長の事業も徐々に推進されていくことを期待している

ところでありますが、将来を見据えての施策で、もっと深く投資もできたのではないか

と考えています。 

   先日、町長の答弁でもありましたが、交通施策においては、町民、特に高齢者の足の

確保という面で様々な実験に取り組んでいますが、町民のニーズを理解した上で、よい

システム構築に向け努力をお願いしたいと思います。 

   子育て支援に関する事業推進、教育施策の推進についても、様々な人的投資、建設的

投資を行っていますが、５万人のまちづくり、幸田町の未来への投資だと理解していま

すので、今後ともよりよい施策に取り組んで、未来ある子どもたちを育てていただきた
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いと思います。 

   それから、最近の地震に対し、行政の指導もあり、町民の防災意識が高まっています

が、一方では、本町の民家、道路、公園、町民会館、また各区の集会所などの施設にお

きまして老朽化が目立ってきた施設もあり、不安の声を聞きます。耐震化を目指し、し

っかり点検していただき、必要な対応を引き続き努力いただきたいと思います。 

   今後も、町長が目指す町民ファーストで安全安心な生活ができる事業を邁進していた

だくことをお願いいたしまして、私の賛成討論とさせていただきます。 

〔５番 長谷川 進君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

   １番、藤本君。 

〔１番 藤本和美君 登壇〕 

○１番（藤本和美君） 第４７号議案 令和６年度幸田町一般会計補正予算（第３号）に反

対の立場で討論します。 

   この補正予算は、新型コロナウイルスの重症化予防を目的として、対象者を限定した

新型コロナ定期接種を実施するための費用が含まれている予算です。 

   厚生労働省によると、昨年の見込みよりも薬価が高額だったということで、接種費用

の１万５,３００円のうち８,３００円を国が負担、対象者のうち低所得者以外の方の自

己負担については、接種費用７,０００円を標準として、各自治体において御検討いた

だきたいとしています。 

   以前にも、無料だから接種したという声がよく聞かれた中、７,０００円を標準とす

る個人負担を大幅に下げ２,０００円とするということは、町として接種を進めている

のかなと感じます。しかし、これが本当にトータルでベネフィットが上回っていて、安

全性の面からも懸念点が少ないのなら反対する理由はありませんが、過去の全ての予防

接種の中では、戦後最大の健康被害や死亡例が報告されています。 

   厚生労働省によると、予防接種健康被害救済制度が始まってからの約４５年間で、ほ

かの２４種類の予防接種による健康被害は３,５２２件、死亡認定は合計で１５１人で

す。接種回数がコロナと同じくらいのインフルエンザでは、健康被害が１９１人、死亡

認定が２５人です。薬害認定されたＭＭＲ予防接種では、健康被害１,０４１人、死亡

認定３人です。一方、新型コロナ予防接種では、既に認定された健康被害だけで８,１

５３件、そして死亡認定が８３５人であるということで、既に過去４５年の全ての予防

接種の死亡認定数の実に５倍以上の人が亡くなっています。今後も、死亡認定は増え続

けることが考えられます。 

   ｍＲＮＡは、スパイクタンパクが血栓をつくるということは比較的知られていること

だと思いますが、認定されている症状のほんの一部を紹介いたします。 

   心疾患、心筋梗塞、心不全、低酸素脳症、腎不全、突然死、脳出血、敗血症、間質性

肺炎の悪化、帯状疱疹、多臓器不全、意識障害、脊髄炎、くも膜下出血、アナフィラキ

シー、リュウマチ、四肢のしびれ、蕁麻疹、脳梗塞、その他難病など、こちらは厚生労

働省のホームページから検索ができます。本当に多岐にわたっており、皆さんの周りに、

もしかしたら接種による健康被害と気がつかずに、もしくは気がついていても申請して
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いない人がいるのではないでしょうか。そのような方々を含めたら、一体どれだけの方

が今回の摂取によって健康又は命を失っているか分かりません。 

   ６月２６日、超党派議連と厚生労働省との会合があり、接種により息子さんを亡くさ

れた遺族の方がこのような旨の発言をしていました。 

   厚生労働省は、小林製薬の紅麹事件で５人の尊い命が奪われたときには、あんなに真

剣に向き合ったのに、コロナの接種では６６８人の死亡認定がありながら、どうして全

く見向きもしないどころか、接種を進めるのか全く分からない。それに対する厚生労働

省の回答は、コロナの予防接種については、重大な懸念は認められないというものでし

た。その当時で確定しているだけで既に６６８人もの人が亡くなっているのに、重大な

懸念が認められないとはどういうことなのか私には分かりません。 

   また、高齢者だけではなく、子どもや若者も多く認定されています。健康被害救済制

度で死亡一時金、葬祭料の請求で認定されたのは、１０代で７人、２０代で２８人、３

０代で２５人、４０代で４１人、５０代で７６人、６０代で１１６人、現在８３５人亡

くなっていて、過去最大級の被害を出していますが、現在も住民に分かりやすく周知す

ることなく、接種券を送付し、接種しやすい体制を整えようとしています。 

   さらに、定期接種では自己増殖型ｍＲＮＡが薬事承認されました。これは、ＪＮ.１

株ではマウス実験のみで薬事承認されました。起源株で大規模治験を実施したベトナム

や開発国のアメリカでは承認されていません。 

   ９月１９日、厚生労働省ワクチン分科会では、委員から国民に分かりやすい情報提供

が必要だとの意見が出たようです。厚生労働省は、薬事承認された５社の製品を解説す

るリーフレットを作成する方針とのことですが、１０月１日に接種をスタートするのに、

その情報がいつ出て、どこまで接種者に理解していただけるのか非常に心配しています。 

   情報不足や懸念点の払拭ができていないことで、住民が不安に思い、一部販売元の製

品の不買運動や、病院やお店などでの自己増殖型ｍＲＮＡ接種者入場お断りのような動

きもあります。 

   情報社会だから情報は自分で取るべきという声もあるかと思いますが、新聞やテレビ

ではなかなか報道されませんし、ユーチューブでは、いまだに接種に関しては言論統制

が敷かれ、動画を削除されます。 

   幸田町では、接種の案内に死亡認定者数や今までの予防接種との比較までは記載され

ていません。全て厚生労働省のホームページに飛ぶようになっており、欲しい情報には

なかなかたどり着けません。 

   私が意見交換会の場でこの話をすると、そんなに被害があるとは今まで全く知らなか

った、どうして町も医者も教えてくれないんだと言われる方は今でも多いです。また、

町のことを信頼し切っている方も大勢いらっしゃいます。町から送られてきた接種券な

ら当然のように接種すると考える人も少なからずいるでしょう。 

   愛知県では、春日井市や一宮市のように、最低限ホームページ上に、これまで認定さ

れた市の健康被害の数や認定された健康被害の状況についてお伝えしております。ただ、

リンクを貼るだけではなく、分かりやすくお知らせするべきです。副反応の健康被害は

甚大だという事実を数字を出して分かりやすくお伝えし、それを知って、なお接種を希
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望される人に幸田町として接種しやすい環境を整えればよいと考え、この補正予算には

反対といたします。 

〔１番 藤本和美君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩  午前１０時０１分 

                             再開  午前１０時１１分 

○議長（藤江 徹君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   次に、原案に賛成者の発言を許します。 

   １４番、丸山君。 

〔１４番 丸山千代子君 登壇〕 

○14番（丸山千代子君） 順次討論をしてまいります。 

   陳情第１号 地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

   長年にわたって、国が推し進めるデジタル化やコスト削減ばかりを強調して、行革や

合理化の方向性では、地方自治体として住民の命と暮らしを守っていくことが困難にな

ります。国に求められるのは、全国のどの地域に住んでいても健康で文化的な生活がで

きるように地域間格差をなくし、地方自治体の財源格差をなくすことであります。とこ

ろが国は、物価高騰、米不足などの生活苦を尻目に、あまりにも異常な速さで軍備の増

強を進めており、５年間で４３.５兆円も軍事費につぎ込みます。これに歯止めをかけ

るとともに、国民の暮らしを支える地方自治体の財源確保すべきと求め、賛成討論とい

たします。 

   陳情第２号 住民の安全・安心を支える行政サービス体制・機能の充実を求める意見

書の提出を求める陳情 

   国や地方自治体において、非正規雇用の職員が多く採用され、働く人においても大き

な問題となっています。こうした非正規雇用の方々は、正規雇用の職員とほぼ同じ労働

力であるにもかかわらず、待遇面では格差が生じ、３年で雇い止めがあるなど不安定雇

用のため、官製ワーキングプアとも言われております。住民の命と暮らしを守るために

も、正規雇用で人員体制を強化することが公共サービスの拡充につながります。 

   陳情にあるように、行政機関の職員の定員に関する法律を廃止するとともに、国の行

政機関の機構、定員管理に関する方針を撤回し、人員体制の強化で行政サービス拡充を

求めて、賛成討論といたします。 

   陳情第３号 公契約事業従事者の適正賃金と安定雇用を確保する公契約法の制定を求

める意見書の提出を求める陳情 

   国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする公共サー

ビス基本法の第１１条で求められたことは、各地方公共団体の努力任せとなっており、

第１１条の確実な履行のために公契約法の制定が必要であります。国の責務を果たし、

官製ワーキングプアを解消していくためにも、この陳情の趣旨をくみ取り、賛成の立場

を明らかにして、討論といたします。 

   陳情第４号 最低賃金の全国一律化と大幅引き上げ、中小企業支援の拡充と公正取引

を求める意見書の提出を求める陳情であります。 
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   中央最低賃金審議会が答申した２０２４年度の最低賃金金額引上げの目安は、全国加

重平均で５０円増の１,０５４円としました。過去最大の上げ幅と言われますが、広範

な労働者が求める全国一律１,５００円とはかけ離れており、地域格差の是正も大問題

であります。最低賃金引上げのためには、政治の責任で日本の企業の９９.７％、労働

者の７割が働く中小企業を支援することが不可欠であります。８時間働けば普通に暮ら

せる社会にしていくために、一刻も早く、最低賃金時給１,５００円、月給で手取り２

０万円へ引き上げ、全国一律最賃制を確立することであります。よって、この陳情に賛

成するものであります。 

   陳情第５号 「１年単位の変形労働時間制」導入のための条例制定ではなく、教職員

の長時間過密労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情 

   教員が専門職としての役割を発揮し、子どもたちに向き合うには、教員の異常な長時

間労働をなくす必要があります。 

   ８月末に出た中央教育審議会の質の高い教師の確保に関する答申は、教員不足を憂慮

すべき状況だとし、教師を取り巻く環境整備を抜本的に改革する必要があるとしていま

すが、出された方策は現場の声を無視し、教員の長時間労働の原因から目を背けるもの

で、抜本的改革に値しません。 

   １９７１年に自民党が強行した公立学校教育職員給与特別法で、公立学校の教員に残

業代を支給しないとしたことで、教員はどれだけ残業したかも把握されず、長時間労働

が野放しになりました。答申は、残業代不支給制度廃止も否定をいたしました。月４５

時間という残業の上限を超えても、残業を減らす努力すらできない現状であります。教

員の長時間労働をなくし、教育現場の環境をよくするためにも、陳情に対して賛成する

ものであります。 

   陳情第８号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するために

幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書であります。 

   愛知県では、高校の定員枠の中で３人に１人が私立高校に通わざるを得ない状況であ

り、私立高校は公教育の一環を担っております。私立高校は町内にはなく、町外へと通

学しなければならず、交通費の負担も求められます。 

   さらに、陳情にもあるように、今でも公私格差は歴然としており、私立高校に通う高

校生の負担軽減のため、授業料助成制度が始まりました。１年間で１万２,０００円、

月に１,０００円の助成額となっております。この助成額は、制度開始以来、一度も引

き上げられず、据え置かれたままであります。 

   令和５年度決算で見ますと、１３０人が助成を受けております。長引く不況、コロナ

禍、物価高騰など、子育て世帯の暮らしが年々大変になってきております。少しでも軽

減をするためにも、３０年見直していない助成額を引き上げるときではないでしょうか。

父母負担の軽減と安心して学校生活を送るためにも、この陳情に賛成するものでありま

す。 

   陳情第９号 介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置を基準とすることを

求める意見書の提出を求める陳情であります。 

   高齢者や障害者を持つ人にとって、介護・障害福祉施策のケア体制充実は、安心して
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入所し、生活を送る上で重要であります。同時に、働く職員の人員体制も大変重要であ

ります。特に夜勤における体制では１人夜勤になり、職員の負担や責任が増え、思わぬ

事故などがあると、１人では対応できません。このハードな体制によって、過労に伴う

健康問題、精神的ストレスなどから利用者への虐待へとつながるケースも少なくありま

せん。このような状況の中で、介護離職者も増えてきています。職員や利用者双方の安

全を守るためにも、１人で夜勤する体制の見直しが必要です。 

   国においては、介護・障害福祉職場における夜勤の体制不足を認識し、夜勤支援体制

加算をつけてはいますが、複数夜間体制を取るには不十分であります。そのため、介

護・障害福祉施設の夜勤体制を常時複数配置を基準とし、それを可能とする報酬単価の

引上げを求めるこの陳情に賛成するものであります。 

   陳情第１０号 保育所職員の人材定着確保のため、保育士配置基準と公定価格を抜本

的に改善し、離職しない保育職場の実現を求める意見書の提出を求める陳情であります。 

   ７６年ぶりに４・５歳児の保育士配置基準が３０対１から２５対１に改正され、また、

３歳児についても２０対１から１５対１に最低基準が改正されたことは前進であり、長

年の要求の成果となったものであります。しかし、保育士不足から人材が確保できてい

ない点から、当分の間は、従前の配置基準でもよいという経過措置が設けられておりま

す。一刻も早く安全・安心、保育の充実を図るため、保育士の確保、人材確保が求めら

れるものであります。 

   陳情項目にあるように、国に対して抜本的な処遇改善、そして、保育の充実を求める

意見書を提出することを求め、賛成討論といたします。 

〔１４番 丸山千代子君 登壇〕 

○議長（藤江 徹君） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案に賛成者の発言を許します。 

   １番、藤本君。 

〔１番 藤本和美君 登壇〕 

○１番（藤本和美君） 陳情第１１号と陳情第１２号に関して、賛成の立場で討論いたしま

す。 

   まず、陳情第１１号 「新型コロナワクチン健康被害の実態と次世代型コロナｍＲＮ

Ａワクチン（レプリコンワクチン）の危険性に関する周知」と「ｍＲＮＡワクチン定期

接種中止を求める意見書提出」を求める陳情に関してです。 

   この陳情は、１ 新型コロナ予防接種の健康被害を住民に周知すること、２ 定期接

種用に薬事承認されたMeiji Seikaファルマの自己増殖型ｍＲＮＡ、コスタイベ筋注に

関して懸念点があることを住民に周知すること、３ 起源株の大規模治験を行ったベト

ナムや開発国のアメリカでは承認されておらず、日本がＪＮ.１株世界で初めて承認国

になったことを住民に周知すること、４ 以上の今までの健康被害の実態や定期接種に

使われる新しい薬剤の住民への情報提供不足の現状から定期接種の中止を国に求めるべ
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きとの陳情と理解いたしました。 

   現在のコロナの予防接種では、認定された健康被害だけで８,１５３件、そして死亡

認定が８３５人です。これは、接種に対してのリスクとベネフィットを考える際の材料

ともなり、いまだにこの情報を知らない住民にホームページや接種の案内などで広く周

知するべきことと考えます。 

   また、定期接種に使用する薬剤に関しての情報が少な過ぎることや、自己増殖型ｍＲ

ＮＡは、国内でのＪＮ.１株での人の治験をしていないこと、起源株での治験国のベト

ナムや開発国アメリカで承認されていないことにより疑問や懸念点の払拭ができず、住

民が不安に思っています。一部販売元の製品の不買運動や接種者入場お断りのような動

きもあります。 

   安全で効果があるというのなら、住民に分かりやすく伝える努力をし、接種に対して

の判断材料にしてもらう必要があります。今はリスクとベネフィットを公平に開示でき

ていない現状であり、何人亡くなったら重大な懸念と認められるのかという点も不明で

あり、接種を一旦中止し、しっかりと状況を分析し、情報を住民に公開できるように準

備するべきと考え、陳情第１１号に賛成いたします。 

   次に、陳情第１２号 「新型コロナウイルス感染症の定期接種に使用される新しいワ

クチンの効果並びに懸念について、国民に対し十分な情報提供を行う意見書」の提出を

求める陳情書に関してです。 

   今回１０月からの定期接種に関して、少し内容は異なるものの、懸念や不安を持つ陳

情書が２つ出されたことに、住民の切実な訴えを感じました。一方的な情報だけではな

く、実際はリスクもあることも知りたいし、伝えてほしいという陳情の内容かと思いま

す。 

   厚生労働省ワクチン分科会では、国民に分かりやすい情報提供が必要だとの意見が出

ました。厚生労働省は、薬事承認された５社の製品を解説するリーフレットを作成する

方針とのことですが、その情報がいつ出て、どこまで接種者に理解していただけるのか

非常に心配です。リスクとベネフィットを公開し、国民が適切に接種の判断をできるよ

うに行うことが責務と考え、陳情書に賛成いたします。 

〔１番 藤本和美君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これから、上程議案１９件及び陳情１２件について採決いたします。 

   採決の方法は、起立によって行います。 

   採決は、議案番号順に採決し、その後、陳情の採決を行います。 

   まず、第４０号議案 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条

例の一部改正について、本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告の

とおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、第４０号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４１号議案 幸田町国民健康保険条例の一部改正について、本案に対する委

員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、第４１号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４２号議案 幸田町個人番号カードの利用に関する条例の制定について、本

案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、第４２号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４３号議案 工事の請負契約について（中学校体育館空調設備設置工事）、

本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、第４３号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４４号議案 工事の請負契約について（六栗ゲートボール場テント上屋設置

工事）、本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、第４４号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４５号議案 財産の取得について（移動型バリアフリートイレトレーラー）、

本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、第４５号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 
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   次に、第４６号議案 財産の取得について（町民会館グランドピアノ）、本案に対す

る委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、第４６号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４７号議案 令和６年度幸田町一般会計補正予算（第３号）、本案に対する

委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立多数であります。 

   よって、第４７号議案は、委員長報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４８号議案 令和６年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号）、本案

に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４８号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第４９号議案 令和６年度幸田町国民健康保険会計補正予算（第１号）、本案

に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第４９号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、第５０号議案 令和６年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号）、本案

に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第５０号議案は、委員長の報告のとおり可決することに決しました。 

   次に、認定第１号 令和５年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について、本案に対

する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立多数であります。 

   したがって、認定第１号は、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

   次に、認定第２号 令和５年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について、

本案に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、認定第２号は、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

   次に、認定第３号 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、本案に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり決するに賛成

の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立多数であります。 

   したがって、認定第３号は、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

   次に、認定第４号 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、本案に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり決するに賛

成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立多数であります。 

   したがって、認定第４号は、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

   次に、認定第５号 令和５年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

本案に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸

君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立多数であります。 

   したがって、認定第５号は、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

   次に、認定第６号 令和５年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、本案に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり決するに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、認定第６号は、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

   次に、認定第７号 令和５年度幸田町水道事業会計利益の処分及び決算認定について、
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本案に対する委員長の報告は可決及び認定であります。委員長の報告のとおり決するに

賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、認定第７号は、委員長の報告のとおり可決及び認定することに決しまし

た。 

   次に、認定第８号 令和５年度幸田町下水道事業会計決算認定について、本案に対す

る委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、認定第８号は、委員長の報告のとおり認定することに決しました。 

   次に、陳情第１号 地方財政の拡充を求める意見書の提出を求める陳情に対する委員

長の報告は不採択であります。陳情第１号を採択することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第１号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第２号 住民の安全・安心を支える行政サービス体制・機能の充実を求め

る意見書の提出を求める陳情に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第２号を

採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第２号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第３号 公契約事業従事者の適正賃金と安定雇用を確保する公契約法の制

定を求める意見書の提出を求める陳情に対する委員長の報告は不採択であります。陳情

第３号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第３号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第４号 最低賃金の全国一律化と大幅引き上げ、中小企業支援の拡充と公

正取引を求める意見書の提出を求める陳情に対する委員長の報告は不採択であります。

陳情第４号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第４号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第５号 「１年単位の変形労働時間制」導入のための条例制定ではなく、

教職員の長時間過密労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情に対する

委員長の報告は不採択であります。陳情第５号を採択することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第５号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第６号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書に対す

る委員長の報告は採択であります。陳情第６号を採択することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、陳情第６号は、採択することに決しました。 

   次に、陳情第７号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書に

対する委員長の報告は採択であります。陳情第７号を採択することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   したがって、陳情第７号は、採択することに決しました。 

   次に、陳情第８号 私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正する

ために幸田町独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書に対する委員長の報告は不採

択であります。陳情第８号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第８号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第９号 介護・障害福祉職場の１人夜勤をなくし、複数配置を基準とする

ことを求める意見書の提出を求める陳情に対する委員長の報告は不採択であります。陳

情第９号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第９号は、不採択することに決しました。 
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   次に、陳情第１０号 保育所職員の人材定着・確保のため保育士配置基準と公定価格

を抜本的に改善し、離職しない保育職場の実現を求める意見書の提出を求める陳情に対

する委員長の報告は不採択であります。陳情第１０号を採択することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第１０号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第１１号 「新型コロナワクチン健康被害の実態と次世代型コロナｍＲＮ

Ａワクチン（レプリコンワクチン）の危険性に関する周知」と「ｍＲＮＡワクチン定期

接種中止を求める意見書提出」を求める陳情に対する委員長の報告は不採択であります。

陳情第１１号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第１１号は、不採択することに決しました。 

   次に、陳情第１２号 「新型コロナウイルス感染症の定期接種に使用される新しいワ

クチンの効果並びに懸念について、国民に対し十分な情報提供を行う意見書」の提出を

求める陳情書に対する委員長の報告は不採択であります。陳情第１２号を採択すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立少数であります。 

   したがって、陳情第１２号は、不採択することに決しました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（藤江 徹君） 日程第３、議員提出議案第２号 国の私学助成の拡充に関する意見

書の提出について、及び議員提出議案第３号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書

の提出について、以上２件を一括議題といたします。 

   提出者に提案理由の説明を求めます。 

   １１番、廣野君。 

〔１１番 廣野房男君 登壇〕 

○11番（廣野房男君） それでは、議員提出議案の朗読をいたします。 

   議員提出議案第２号 

   国の私学助成の拡充に関する意見書の提出について 

   幸田町議会会議規則第１４条の規定により、次のとおり意見書（案）を所定の賛成者

とともに連署し提出します。 

   令和６年９月２５日 

   提出者 幸田町議会議員 廣 野 房 男 
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   賛成者 幸田町議会議員 岩 本 知 帆 

          〃    藤 本 和 美 

          〃    吉 本 智 明 

          〃    黒 木   一 

          〃    稲 吉 照 夫 

          〃    笹 野 康 男 

   提案理由 

   国の私学助成の拡充を求める必要があるから。 

   国の私学助成の拡充に関する意見書（案） 

   私立学校は、国公立学校とともに公教育の場として重要な役割を担っており、国にお

いても、昭和５０年に学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を制定し、

各種助成措置が講じられてきた。 

   とりわけ平成２１年に始まった私立高校生に対する「就学支援金」制度は、令和２年

度から、年収５９０万円未満世帯まで授業料平均額の無償化が実施され、愛知県におい

ては就学支援金の増額分を全額活用して、年収７２０万円未満世帯まで授業料と入学金

の無償化を実現することができた。この間、学費滞納・経済的理由による退学者は大幅

に減少しており、国のこれまでの私学助成政策は着実に成果を生んでいる。 

   しかし、それでもなお年収９１０万円未満世帯まで無償化され、それ以上の家庭でも

年間約１２万円の学費で通うことのできる公立高校生と比べて、私立高校生にはまだ大

きな学費負担が残されている。 

   愛知県では、高校生の３人に１人が私学に通っており、約９０％が進学する高校教育

において、「学費の公私格差是正」「教育の公平」は、全ての子どもと保護者の切実な

願いであり、その土台となる国の就学支援金制度の拡充は引き続き重要な課題となって

いる。 

   加えて、財政が不安定な私学が公立と同一水準の教育条件を確保していくためには、

私学助成の国庫補助と地方交付税交付金による経常費助成の国基準単価を来年度も引き

続き拡充していくことが求められる。 

   よって、当議会は政府に対し、国の責務と私学の重要性にかんがみ、保護者負担の公

私格差を是正するために「就学支援金」を一層拡充するとともに、私立学校振興助成法

に基づく国庫補助制度を堅持し、私立高校以下の国庫補助金と、それに伴う地方交付税

交付金を充実し、私立高等学校以下の経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望

する。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   令和６年９月２５日 

愛知県額田郡幸田町議会 

議長 藤 江   徹 

   (提出先) 

   内閣総理大臣 

   財務大臣 
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   文部科学大臣 

   総務大臣 宛 

   次に移ります。 

   議員提出議案第３号 

   愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出について 

   幸田町議会会議規則第１４条の規定により、次のとおり意見書（案）を所定の賛成者

とともに連署し提出します。 

   令和６年９月２５日 

   提出者 幸田町議会議員 廣 野 房 男 

   賛成者 幸田町議会議員 岩 本 知 帆 

          〃    藤 本 和 美 

          〃    吉 本 智 明 

          〃    黒 木   一 

          〃    稲 吉 照 夫 

          〃    笹 野 康 男 

   提案理由 

   愛知県の私学助成の拡充を求める必要があるから。 

   愛知県の私学助成の拡充に関する意見書（案） 

   愛知県では、高校生の３人に１人が私学に通っており、私学は公教育の場として「公

私両輪体制」で県の公教育を支えてきた。そのため、保護者負担と教育条件の公私格差

を是正することは、長年にわたって県政の最重点施策と位置付けられ、県議会・県当局

をはじめ多くの人々の尽力によって、各種の助成措置が講じられてきた。 

   とりわけ愛知県においては、令和２年度以降、国の就学支援金の増額分を全額活用し

て、私学に通う半数の世帯が該当する年収７２０万円未満世帯まで授業料と入学金を無

償化し、子どもたちの私学選択の自由は大きく広がった。 

   しかし、年収９１０万円まで無償化されている公立高校生に対して、年収７２０万円

以上世帯の私立高校生には、県の補助を差し引いても初年度納付金で、年収７２０万円

から８４０万円世帯は約３５万円、年収８４０万円から９１０万円世帯（国の就学支援

金１１万８,０００円補助）は５４万円という大きな負担が残されており、学費の心配

をせずに私学を自由に選べる状況にはなっていない。 

   県の基本方針である「公私両輪」「公私連携」に照らせば、全ての子どもが私立も自

由に選択できることが大前提であり、公私格差の解消はその根幹である。 

   よって、当議会は教育の公平を実現し、私学選択の自由を確保するために、年収７２

０万円以上の私学の世帯についても、授業料助成と入学金助成を拡充して、学費の公私

格差を着実に是正できる施策を実施することを要望する。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   令和６年９月２５日 

愛知県額田郡幸田町議会 

議長 藤 江   徹 
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   提出先 

   愛知県知事 大村 秀章 様 

   以上です。 

〔１１番 廣野房男君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これから、質疑を行います。 

   質疑は、１議題につき１５分以内とし、質疑の回数制限は行いません。 

   まず、議員提出議案第２号の質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 質疑なしと認め、議員提出議案第２号の質疑を打ち切ります。 

   次に、議員提出議案第３号の質疑を許します。 

   質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 質疑なしと認め、議員提出議案第３号の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託の省略についてお諮りします。 

   ただいま議題となっております議案を、会議規則第３９条第３項の規定により、委員

会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま議題となっておりま議案は、委員会への付託を省略することに

決定しました。 

   これから、議員提出議案２件について討論に入ります。 

   まず、原案に反対者の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案に賛成者の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これから採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   まず、議員提出議案第２号 国の私学助成の拡充に関する意見書の提出についてを原

案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 
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   起立全員であります。 

   よって、議員提出議案第２号は、原案どおり可決することに決しました。 

   次に、議員提出議案第３号 愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出について

を原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤江 徹君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、議員提出議案第３号は、原案どおり可決することに決しました。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（藤江 徹君） 日程第４、閉会中の委員会行政視察の件を議題といたします。 

   会議規則第７３条の規定により、お手元に配付のとおり、福祉産業建設委員会委員長

及び総務教育委員会委員長から、委員会における所管事務に関する行政視察を行いたい

旨の申出がありました。 

   お諮りします。 

   委員長の申出のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、委員長の申出のとおり決定いたします。 

   以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。 

   お諮りいたします。 

   今回の定例会において議決された議案中、条項、字句、数字、その他の整理を必要と

するものについては、会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に委任されたい

と思います。 

   御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（藤江 徹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定いたし

ました。 

   これにて、令和６年９月２日に招集された令和６年第３回幸田町議会定例会を閉会と

いたします。 

                             閉会 午前１１時４０分 

○議長（藤江 徹君） 閉会に当たり、町長の挨拶を行います。 

   町長。 

〔町長 成瀬 敦君 登壇〕 

○町長（成瀬 敦君） 令和６年第３回幸田町議会定例会の閉会に当たりまして、一言お礼

の御挨拶を申し上げます。 

   議員の皆様方におかれましては、去る９月２日から本日まで２４日間の長きにわたり、

御多用にもかかわらず、終始御熱心に御審議いただき、私どもが提案いたしました全議
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案とも議決を賜り、心から感謝とお礼を申し上げます。 

   成立いたしました各議案の執行に当たりましては、本会議、委員会での審議の際にい

ただきました御意見、御提言等を重く受け止め、今後の町政の推進に生かしてまいりま

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   また、令和５年度の決算についても、認定をいただきありがとうございました。議員

の皆様方から、幅広く多分野にわたりいただいた的確な御意見等を真摯に受け止めさせ

ていただきます。 

   一般質問につきましては、９名の議員の方々からいただきました。どれも時宜を得た

内容でございまして、その都度答弁をさせていただきましたが、さらに検討をいたし、

今後の町政推進に生かしてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

   ここで、１０点御報告を申し上げます。 

   １点目は、台風第１０号の影響についてでございます。 

   本定例会の開会日において御報告申し上げたとおり、８月３１日土曜日午前７時から、

９月２日午前７時２８分まで災害対策本部を設置いたしました。 

   ８月３１日から９月２日の総雨量は６３.５ミリ、時間最大雨量は２８ミリ、最大瞬

間風速は１６.３メートルを記録いたしました。 

   この台風によって、蒲郡市竹谷町地内で、土砂崩れにより住宅１棟が巻き込まれ、３

人の貴い命が奪われるという被害が発生いたしましたが、本町におきましては、倒木等

の被害報告はあったものの、幸いなことに人的被害はありませんでした。 

   皆様をはじめ、町民の皆様の自助及び共助によるものと思われます。御尽力いただき、

ありがとうございました。 

   ２点目は、介護保険料の督促状送付の誤りについてでございます。 

   令和６年度第１期分の介護保険料普通徴収について、既に保険料を納付していた５４

人の方々に対し、誤って督促状を送付したものであります。 

   この５４人の方々のうち、最終的に４人の方が再度第１期分の介護保険料を納付され

ました。この４人の方々につきましては、過誤納分を還付させていただきます。 

   ３点目でございます。株式会社恵が運営いたします障害者グループホームふわふわ幸

田についてでございます。 

   ふわふわ幸田につきましては、株式会社恵から名古屋市にあります有限会社ケアサポ

ートへ事業が譲渡され、施設名称がグループホームケアサポート幸田に変わるという報

告を受けております。 

   従業員につきましても恵からケアサポートへ継続して雇用され、利用者の生活に変化

が生じないように配慮し、サービスを提供していくとのことであります。 

   また、昨日、愛知県からケアサポートに対しまして、１０月１日から障害福祉サービ

ス事業所として指定する旨の発表がありました。 

   このことによりまして、１０月以降も利用者の方々に対して必要なサービスの提供が

可能になりますことを御報告させていただきます。 

   ４点目でございます。児童手当の拡充についてでございます。令和６年１０月分から
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児童手当を拡充いたします。 

   拡充の内容につきましては、１つ目として、支給対象年齢を中学生までから１８歳の

年度末までに延長いたします。 

   ２つ目といたしまして、これまでの所得制限がなくなり、限度額を超過していた方も

支給対象となります。 

   ３つ目といたしまして、第３子以降の手当の額を月額１万５,０００円から３万円に

増額します。 

   該当する世帯には、９月１９日付で御案内の文書を郵送させていただきました。 

   本手当の拡充により、次代を担う全ての子どもの育ちを支える子育て家庭への経済支

援につながればと思います。 

   ５点目でございます。新型コロナウイルスワクチンについてでございます。 

   幸田町では、令和６年１０月１日から高齢者等を対象とした新型コロナワクチンの定

期接種を開始します。 

   接種期間は、令和６年１０月１日火曜日から令和７年１月３１日金曜日まででありま

す。対象者は、町内在住の満６５歳以上の方等であります。 

   自己負担額は２,０００円、町内協力医療機関での接種となります。対象者には接種

券を９月２０日に発送しております。 

   定期接種の対象者に該当しない方、定期接種の期間以外に接種される方は、任意接種

として全額自己負担となりますので、町民の皆様に御紹介いただく場合は御注意いただ

きたいと思います。 

   ６点目でございます。２階建てロンドンバスを活用した特産品の啓発事業でございま

す。 

   令和６年度の事業といたしまして、首都圏から新たな顧客層を呼び込むことを目的と

して、幸田町、蒲郡市、西尾市で構成するロケの街広域観光推進協議会にて、３市町の

特産品でラッピングした２階建てロンドンバスを東京銀座や豊洲市場などの都心で運行

をいたします。また、バスの乗車客用も、乗車されるお客様用に特産品を使用したアフ

タヌーンティー向けのメニュー提供や観光パンフレットの配布を行い、広く自治体の認

知度及び誘客の向上へ努めます。 

   直近では、このバス活用事業によりまして、和歌山県であればみなべ町さんが梅、山

形県さんはサクランボの特産品の宣伝普及啓発に努められておるとのことでございます。 

   このロンドンバスの実施使用時期につきましては、１０月３日から始まり１０月中の

全２５日間を予定しておりまして、１日３回、午前１１時、午後１時、午後３時からの

運行となります。 

   東京にあります都道府県会館の愛知県の東京事務所において、関連の啓発ポスターを

掲示してまいりますので、よろしくお願いします。 

   ７点目につきましては、桐山区におきます漏水についてでございます。 

   さきの定例会開会にて報告いたしました令和６年８月１０日午後８時頃、桐山区の琴

沢池の南側において、国営矢作川総合土地改良事業で布設されました南部幹線水路の老

朽化による漏水事故であります。 
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   管理者であります矢作川南部土地改良区連合が協定事業者に補修工事を依頼し、通水

が完了しました８月１４日の翌日に、新たな漏水箇所が発見されました。東海農政局及

び県等と復旧に向けた協議を進め、漏水の原因調査を行った結果、継手部分からの漏水

が原因であることが判明し、９月１８日に復旧が完了しているところでございます。今

後は、道路の復旧をした上で、１０月上旬に通行止めの解除ができる見込みであります。 

   ８点目でございます。職員の名札についてでございます。 

   本日、お知らせの文書にも棚入れさせていただいております。 

   現在、サービス業などを中心にカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラが社会問

題となっている中、全国で職員の名前がＳＮＳに公開されるなどの問題が起きているこ

とを受け、近隣自治体においても、職員の個人情報を守ろうと名札の表記をフルネーム

から名字だけに変更するなどの動きが広まっております。 

   これを受けまして、本町におきましても、１０月１日から名札の表記を変更すること

といたしました。 

   具体的には、これまでの顔写真付きで漢字のフルネームで表示していた職員の名札を、

まず顔写真をなくし、また、これまで漢字のフルネームで表示していたものを名字のみ

を平仮名で表記することにし、さらに外国籍の方にも分かりやすくするためにローマ字

表記を付け加えることとします。 

   これにより、カスハラを防止するとともに、文字が大きくなりますので、幅広い年代

や外国籍の方にも分かりやすい名札になると思います。 

   また、あわせて、今年度、本町がＳＤＧｓ未来都市に選定されましたので、環境に配

慮した取組として、愛知県内で算出された木材を加工した名札ケースを配布し、使用す

ることといたしましたので、よろしくお願いいたします。 

   ９点目であります。令和６年度１０月１日付職員の人事異動についてでございます。 

   既に９月２０日に内示をし、議員の皆様にもお知らせをしているところでございます

が、管理職の体制については現状を維持しつつ、配属年数の長い職員を中心に、合計１

０人の人事異動を行いますので、よろしくお願いいたします。 

   １０点目であります。既に２５日付で棚入れをさせていただいております、ふるさと

町民の選考委員会によって新たにふるさと町民を選定をしました。４名の方々でありま

す。 

   １人目は、現在の桜坂の区長代理さんであり、元アイシンＡＷ取締役社長、尾﨑和久

様。そして、社会保険診療報酬支払基金の理事長であり、元厚生労働省医政局長、神田

裕二様。３人目は、慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授、清水勝彦様。４人目は、

元ハイチ大使であります、外務省国際法局国際裁判対策室長、水野光明さんの４名でご

ざいます。棚入れで周知しておりますのでよろしくお願いします。 

   さて、いよいよ来月となりました１０月１９日土曜日に、幸田町町村合併７０周年記

念式典を開催いたします。 

   一足先に、幸田駅前通りには、ロゴマークを配したフラッグアームが設置され、彩り

とともにお祝いの雰囲気を盛り上げてくれております。 

   式典１週間前からは写真展、前日には防災サミット、式典当日の午後からは徳川家広
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氏による講演会、夕刻にはスポットライトを当ててくれ！の上映会、そして翌日、１０

月２０日には、記念ソングを作ってくださった半﨑美子さんのコンサートを開催してま

いります。 

   最後になりますが、まだまだ暑い日が続いておりますが、今後は一日一日と秋の深ま

りを迎えます。体調管理にはくれぐれも御留意をいただき、今後の町政の発展のため、

さらなる御活躍、御尽力を賜りますようお願いを申し上げ、お礼の御挨拶といたします。 

   ありがとうございました。 

〔町長 成瀬 敦君 降壇〕 

○議長（藤江 徹君） 議員各位には、何かと御多忙の中、長期間にわたり熱心に御審議を

賜り、また、議事の進行に御協力いただきまして、誠にありがとうございました。 

   理事者各位には、成立した議案の執行に当たっては、適切に運用されますよう、お願

いいたします。 

   ここで、１点御連絡を申し上げます。 

   ただいまから、シェイクアウト訓練の写真撮影を行いますので、事務局の指示に従っ

てください。 

   事務局よろしくお願いいたします。 

（シェイクアウト訓練の写真撮影） 

○議長（藤江 徹君） ありがとうございました。 

   大変御苦労さまでした。 

   本日は、これで散会といたします。 

                             散会 午前１１時１７分 
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